
管理栄養士免許申請書 記入方法・記入例 

 

（添付書類） 

□ 管理栄養士国家試験（管理栄養士試験）の合格証書 又は 栄養士法の一部を改正する法律附則第３条に規定する者（昭和 61年度

までに管理栄養士養成施設に入学した者）であることを証する書類（卒業証明書、管理栄養士課程単位取得証明書） （コピー不可） 

□ 戸籍抄（謄）本又は住民票の写し（本籍（外国籍の方は国籍）の記載が有り、個人番号の記載が無いもの。） 

（コピー不可。発行より６か月以内のもの） 

※ 旧姓併記を希望する場合は、旧姓が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍までを揃えること。 

  （免許証に併記しようとする旧姓が、旧姓（旧氏）として併記された住民票の写しの添付でも可） 

※ （外国籍の方のみ）併記できる通称名は、住民票記載のものであること。 

□ 栄養士免許証の原本又はコピー（窓口で照合し、返却する。） 

□ 「罰金以上の刑に処せられた者」に該当する場合は、次の書類 

 罰金以上の刑に係る判決謄本又は略式命令書 

 罰金刑については当該罰金に係る領収書 

 反省文 

□ 「管理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する場合は、次の書類 

 その事実に関する申立書 

管理栄養士国家試験合格により申請を行う

場合は記入しないこと。（誤って記入した場

合は二重線で削除すること。昭和 61年度ま

でに管理栄養士養成施設に入学した方のみ

記入すること。） 

略字等を使用せず、必ず戸籍通りの文字を

はっきり記入すること。 

ふりがなも記入すること。 

記入しないこと。 記入しないこと。 
15,000円分の収入印紙（収入証紙ではない）

を貼ること。 

※ 栄養士免許、合格証書の記載事項が申

請時点の状況と異なる場合、変更事項が

確認できる戸籍謄本（従前戸籍を省略しな

いこと）等を添付すること。 

申請者が記入する欄 

旧姓又は通称名の併記を希望しない場合や

旧姓又は通称名を有しない場合は、該当欄

に斜線を引くこと。 

通称名（外国籍の方のみ）は、記載をもって

併記を希望したものと見なすこと。 

（誤って記載した場合は、二重線で取消すこ

と。） 

免許証に旧姓の併記を希望する場合は、

「有」に○をすること。「無」が選択されてい

る場合、あるいは未記入の場合、「旧姓」の

記入欄に記載があっても、併記はされない

ので、注意すること。（申請時点で旧姓を有

しない場合は、「無」に○をすること。） 

申請から免許証交付までの間の連絡先を記

入すること。 

日本国籍の方は和暦で記入すること。 

栄養士免許証に記載の都道府県知事を確認

し、都道府県名を記入すること。（本籍地では

ないので注意すること。） 

該当する「有」か「無」のどちらかに○をする

こと。記入漏れに注意すること。 


